
 

事 務 連 絡 

令和３年３月 29 日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労 働省健 康局健康 課 予防接種室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について（再周知） 

 

高齢者施設の従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種につきましては、「高

齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制の構築について」（令和

３年１月28日付け健健発0128第１号他厚生労働省健康局健康課長他連名通知）において、御

協力をお願いしたところです。 

高齢者施設の従事者については、同通知別添１の別紙において、以下のとおり「接種順位

の特例」をお示ししているところです。例えば、高齢者施設に入所する高齢者から優先して

接種した際、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意して施設の従事者に同時に接種す

るといった対応が考えられます。 

施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う

場合、ワクチンの供給量も踏まえつつ、介護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設にお

いて本特例の活用を積極的に検討していただくよう、管内の市区町村及び関係団体に再度周

知をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（接種順位の特例） 
・ 重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者と高齢者施設の従事者の接種順位は異なっているが、

施設内のクラスター対策のより一層の推進のため、市町村及び施設等の双方の体制が整う場合、介

護保険施設や一定の要件を満たす高齢者施設において、当該施設内で入所者と同じタイミングで従

事者の接種を行うことも差し支えない。その際は、ワクチン流通単位の観点からの効率性に留意す

ること。 

 

※一定の要件（目安） 

・市町村及び高齢者施設の双方の体制が整うこと 

・ワクチン流通量の単位から施設入所者と一緒に接種を受けることが効率的であること 

・施設全体における入所者の日常的な健康管理を行う医師等が確保されており、接種後の健康観察

が可能であること 

 

  なお、接種は従事者一人ひとりが接種を受けるかどうかを決定するという考え方に基づくという

こと、ワクチンの流通状況等によっては同時期の接種が必ずしも叶わないことに留意すること。 

 

・ その際、従事者には住民票所在地の市町村から接種券が手元に届いていないため、接種前に、高

齢者施設の所在地の市町村に「接種券付き予診票」の発行を依頼する。 

別添１


